
佐賀中部広域連合 
(1) 経 緯 

本広域連合は、佐賀市、多久市、小城市、神埼市及び神埼郡吉野ヶ里町により構成され、

介護保険事務、消防事務及び広域行政に係る調査研究事務の 3 事務を行っています。 

その沿革は、介護保険事務を共同処理するために、平成 11 年 2 月に当時の佐賀市、多久

市、佐賀郡 6 町、神埼郡 6 町村及び小城郡 4 町の 18 市町村によって本広域連合が設立され

ました。 

平成 15 年 4 月からは、佐賀地区広域市町村圏組合との統合により、当時の佐賀市、多久

市、佐賀郡及び小城郡の消防事務及び佐賀市、多久市、佐賀郡、小城郡及び神埼郡（三田

川町及び東脊振村を除く。）のふるさと市町村圏事務を本広域連合で行うこととなりまし

た。 

平成 22 年 4 月からは、ふるさと市町村圏事務を廃止しましたが、その発展として現在の

4 市 1 町による広域行政の推進に係る調査研究事務に取り組むこととしました。 

平成 25 年 4 月からは、神埼地区消防事務組合との統合により、消防事務についても 4 市

1 町によるものとなりました。 

 

(2) 佐賀中部広域連合の概要 

① 構成団体（4 市 1 町） 

佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町 

② 主な業務内容 

ア 介護保険に係る次の事務に関すること。 

ⅰ 被保険者の資格管理に関すること。 

ⅱ 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。 

ⅲ 要介護認定及び要支援認定に関すること。 

ⅳ 保険給付に関すること。 

ⅴ 介護保険事業者（介護保険施設を除く。）の指定及び指導監督に関すること（佐賀

県事務処理の特例に関する条例（平成 12 年佐賀県条例第 2 号）第 2 条の規定により

広域連合が処理することとされる事務を含む。）。 

ⅵ 地域支援事業及び保健福祉事業に関すること。 

ⅶ 介護保険事業計画の作成に関すること。 

ⅷ 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 

ⅸ ⅰからⅷまでの事務に附帯する事務に関すること。 

イ 障がい支援区分認定審査会（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成 17 年法律第 123 号）第 15 条に規定する市町村審査会をいう。）の設置及

び運営に関すること。 

ウ 消防事務（消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置及び維持管理に関する事務

を除く｡）に関すること。 

エ 広域行政の推進に係る調査研究に関すること。 
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基本指数（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 

人 口（人）          面 積（㎢） 

 

        

③ 所在地 

 

ア 佐賀中部広域連合事務局    佐賀市白山二丁目 1 番 12 号 佐賀商工ビル 5 階 

（介護保険業務及び広域行政業務） 

 

イ 佐賀広域消防局        佐賀市兵庫北三丁目 5 番 1 号 

（消防業務） 

佐賀中部広域連合（5 市町） 

佐賀中部広域連合 

332,863 人 

42.52％ 

佐賀中部広域連合 

793.3ｋ㎡ 

32.50％ 

多 久 市 小 城 市
佐 賀 市

神 埼 市

吉 野 ヶ 里 町
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④ 組織                          

　令和７年４⽉１⽇現在

（議会）

事務局及び消防局総務課職員
佐賀市議会事務局職員

（執⾏機関）

 事務局⻑
課　等 定員 係　　等 定員

※総務課⻑及び業務課⻑は兼務  総務課 ７ 総務係 ４
※認定審査課⻑及び給付課⻑は兼務 企画係 ２
※障がい認定係は認定第１係の一部で兼務  認定審査課 １５ 認定調整係 ６

介護認定第１係 ４
介護認定第２係 ４
障がい認定係 ３

 給付課 １５ 給付係 ５
指導係 ５
包括支援係 ４

 業務課 ９ 業務係 ３
賦課収納係 ５

⾸⻑選出４名  消防局⻑
副⾸⻑選出１名

課　等 定員 係　　等 定員
 総務課 １７ 総務係 ５

人事係 ６
経理係 ４

 予防課 １１ 査察調査係 ３
建築係 ３
危険物係 ３

 警防課 ９ 救急防災係 ４
消防救助係 ３

 情報指令課 ２５ 情報管理係 ２
指令センター(第1・第2・第3) ２１

 佐賀消防署 １２０ ⻄分署　 ２０
東分署 ２０

 多久消防署 ３７ 多久南⻄出張所 １０
 南部消防署 ４７ 久保田出張所 １０
 北部消防署 ４７ 富士出張所 １０
 小城消防署 ５９ 北分署 ２０
 神埼消防署 三脊出張所 １０

吉野ヶ⾥出張所 １０

※会計管理者・出納室⻑は事務局⻑が兼務  会計管理者
※出納室は総務課総務係で兼務  出納室

総務課企画係兼務
消防局総務課総務係兼務

選挙管理委員会 常設設置の
事務局なし

佐賀中部広域連合組織図

広域連合議会 議会事務局
兼務

事 務 局

広域連合⻑ 副広域連合⻑ 佐賀広域消防局

 消防局副局⻑（兼総務課⻑・佐賀消防署⻑）　２名

５７

会計部門

監査委員 監査事務局
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(3) 業務の概要 

① 介護保険業務 

ア 要介護・要支援認定状況  

○ 要介護（要支援）認定者数（令 7 年 3 月末現在） 

単位：人

第１号

被保険者

第２号

被保険者

19,556

16 313

総数 3,636 3,869 5,056 2,435 2,281 1,299 980

42 53 86 57 32 27

要介護５ 計

3,594 3,816 4,970 2,378 2,249 1,272 964 19,243

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

 

 

イ 被保険者の状況  

○ 第 1 号被保険者数（令和 7 年 3 月末現在） 

年齢区分 人数（人） 構成率

65歳以上75歳未満 45,510 45.16%

75歳以上 55,258 54.84%

計 100,768 100.00%
 

○ 徴収区分別被保険者数（令和 7 年 4 月賦課分） 

徴収区分 人数（人） 構成率

特　別　徴　収 93,681 92.97%

普　通　徴　収 7,086 7.03%

計 100,767 100.00%
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ウ 保険給付の状況  

○ 令和 6 年度保険給付費執行状況               （単位：円） 

令 和 ６ 年 度 １ 月 当 た り 令 和 ５ 年 度 伸 率

給 付 費 累 計 ① 平 均 給 付 費 給 付 費 累 計 ② ① / ②

居宅介護サービス給付費 10,755,332,764 896,277,730 10,741,524,017 100.1%

特例居宅介護サービス給付費 425,583 35,465 434,412 98.0%

地域密着型介護サービス給付費 5,431,735,878 452,644,657 5,456,968,768 99.5%

施設介護サービス給付費 8,630,652,909 719,221,076 8,640,808,790 99.9%

居宅介護福祉用具購入費 21,804,243 1,817,020 23,276,639 93.7%

居宅介護住宅改修費 30,503,686 2,541,974 32,541,049 93.7%

居宅介護サービス計画給付費 1,114,693,407 92,891,117 1,097,904,705 101.5%

25,985,148,470 2,165,429,039 25,993,458,380 100.0%

介護予防サービス給付費 1,133,764,762 94,480,397 1,085,137,692 104.5%

特例介護予防サービス給付費 0 0 0 　－

地域密着型介護予防サービス給付費 278,685,289 23,223,774 241,580,657 115.4%

介護予防福祉用具購入費 19,835,665 1,652,972 17,420,011 113.9%

介護予防住宅改修費 64,092,772 5,341,064 50,956,091 125.8%

介護予防サービス計画給付費 195,623,533 16,301,961 187,410,114 104.4%

1,692,002,021 141,000,168 1,582,504,565 106.9%

604,297,039 50,358,087 587,814,703 102.8%

104,500,846 8,708,404 102,050,058 102.4%

554,816,880 46,234,740 597,020,791 92.9%

28,940,765,256    2,411,730,438 28,862,848,497    100.3%

40,730,963 3,394,247 40,155,934 101.4%

28,981,496,219    2,415,124,685 28,903,004,431    100.3%

給付費合計（①＋②＋③＋④＋⑤）

審 査 支 払 手 数 料 ⑥

総合計（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

介 護 給 付 費

介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ①

介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 ②

高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 ③

高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 ④

特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 ⑤

 

 

② 広域行政業務 

広域行政業務は、佐賀市、多久市、神埼市及び小城市の 4 市で、広域市町村計画及びふ

るさと市町村圏計画に基づき事務を実施していましたが、平成 21 年 3 月に広域市町村圏

及びふるさと市町村圏制度が国において廃止され、本広域連合においては、平成 22 年 3

月に同制度に係る事務を廃止しました。 

現在は、発展的に、広域市町村圏及びふるさと市町村圏の区域に、神埼郡吉野ヶ里町を

加えた 4 市 1 町において、広域行政の推進に係る調査研究に係る事務を行うこととしてい

ます。 
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  イ 火災発生状況  
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  ウ 消防車両一覧表  
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  オ 数量別危険物施設数 

 

  カ 危険物施設数  
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  キ 119 番受信状況 
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  ク 事故種別救急出場件数・搬送人員 
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コ 幼少年女性防火委員会  

サ 幼年・少年消防クラブ  

シ 女性防火クラブ  
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佐賀県後期高齢者医療広域連合 
(1) 経緯 

平成 18 年 6 月 21 日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「老

人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」（平成 20 年 4 月 1 日施行）と全面的に

改正され、75 歳以上の高齢者等に係る医療については、後期高齢者医療制度で行うことに

なった。 

また、平成 20 年 4 月から始まったこの後期高齢者医療を運営するのは、都道府県の区域

ごとに全市町が加入する広域連合とされ、その設立に向け、「佐賀県後期高齢者医療広域

連合設立準備委員会」を平成 18 年 9 月 1 日に設けた。 

12月に全ての市・町で議決され、平成 19年 1月 23日に県から設置許可書の交付を受け、

2 月 1 日に「佐賀県後期高齢者医療広域連合」が発足した。 

平成 19 年度は、制度施行の準備が行われ、平成 20 年 4 月 1 日から後期高齢者医療制度

が開始された。 

 

(2) 佐賀県後期高齢者医療広域連合の概要 

① 構成団体：県内全市町（10 市 10 町） 

佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市 

神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、 

江北町、白石町、太良町 

② 主な業務 

ア 被保険者の資格の管理に関する事務 

イ 医療給付に関する事務 

ウ 保険料の賦課に関する事務 

エ 保健事業に関する事務 

オ その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 

③ 市町と広域連合の役割 

広域連合の役割 市町の役割 

○ 保険料の決定 

○ 被保険者の資格認定 

○ 医療を受けたときの給付 

○ 保健事業に関する業務 

○ 保険料の徴収 

○ 申請や届出の受け付け 

○ 資格確認書等の引き渡し 

○ 広報及び相談 

○ 保健事業に関する業務 
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(3) 組織図 

現在、佐賀市大和支所 3 階に事務局を設け、構成市町から派遣された 24 名の職員によ

り、後期高齢者医療制度の円滑な運営のための業務を行っている。 

（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 

※ 所在地 佐賀県後期高齢者医療広域連合事務局 

    佐賀市大和町大字尼寺 1870 番地 佐賀市大和支所 3 階 

 

(4) 後期高齢者医療制度のしくみ 

① 被保険者 

佐賀県後期高齢者医療広域連合区域内である佐賀県内の市町に住所を有する  

ア 75 歳以上の方 

イ 65 歳から 74 歳で一定の障がいがある方 

（本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方）  

② 保険料 

ア 保険料の計算方法  

保険料＝所得割額【（前年中の総所得金額等－基礎控除額×所得割率】＋被保険者均

等割額 

 

 

 

 

《

組
織
図
》

広域連合長 選挙管理委員会 監査委員 広域連合議会

副広域連合長

事務局長 会計管理者 事務局長

副事務局長 副事務局長

総務課 業務課 会計課 事務局

総

務

係

財

政

係

企
画
・
保
健
係

資
格
賦
課
係

給

付
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会

計

係
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 令和 6 年･7 年度 

被 保 険 者 均 等 割 額 57,100 円 

所 得 割 率 11.09％（※1） 

賦 課 限 度 額 800,000 円（※2） 

 ※1 基礎控除後の総所得金額が 58 万円以下の方の所得割率は、令和 6 年度に限り

10.27%を適用。 

  ※2 令和 5 年度末時点で 75 歳以上、または令和 6 年度末以前の障害認定による被保

険者の賦課限度額は、令和 6 年度に限り 73 万円。 

イ 保険料の軽減措置と激変緩和措置（これまでの経緯） 

制度施行状況を踏まえて、高齢者の置かれている状況に十分配慮し、低所得者層を中

心に保険料の軽減対策が措置されている。 

 所得の低い方 

（軽減措置） 

被扶養者であった方 

（激変緩和措置） 

 

恒常的な措置 

○被保険者均等割の 7 割、5 割、

2 割軽減 

○所得割の賦課なし 

○制度加入時から 2 年間 

 ・被保険者均等割の 5 割軽減 

 

平成 20 年度に

おける措置 

○被保険者均等割 7 割軽減世帯の

8.5 割軽減 

○所得割の 5 割軽減 

○4 月～9 月 

 ・保険料負担の凍結 

○10 月以降 

 ・被保険者均等割の 9 割軽減 

平成 21 年度に

おける措置 

※平成 28 年度

まで継続 

○被保険者均等割 7 割軽減世帯の

9 割軽減又は 8.5 割軽減 

○所得割の 5 割軽減 

○被保険者均等割の 9 割軽減 

 

平成 29 年度に

おける措置 

○被保険者均等割 7 割軽減世帯の

9 割軽減又は 8.5 割軽減 

○所得割の 2 割軽減 

○被保険者均等割の 7 割軽減 

平成 30 年度に

おける措置 

○被保険者均等割 7 割軽減世帯の

9 割軽減又は 8.5 割軽減 

○被保険者均等割の 5 割軽減 

令和元年度にお

ける措置 

○被保険者均等割 7 割軽減世帯の

8.5 割軽減又は 8 割軽減 

（「恒常的な措置」に戻る） 

令和 2 年度に 

おける措置 

○被保険者均等割 7 割軽減世帯の

7.75 割軽減 

（「恒常的な措置」に戻る） 

令和 3 年度以降

における措置 

（「恒常的な措置」に戻る）                            

                              

（「恒常的な措置」に戻る）                          
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ウ 保険料の納付方法 

ⅰ 特別徴収 保険料徴収は原則として年金からの引き落とし（特別徴収）となる。 

ⅱ 普通徴収 年金受給額が年額 18 万円未満の方や介護保険料とあわせた保険料額

  が、年金受給額の 2 分の 1 を超える場合には、特別徴収とならない。

  納付書や口座振替による支払いとなる。 

※ 保険料の納付方法の変更（特別徴収から普通徴収への変更）について 

年金からの引き落とし（特別徴収）の方については、市町へ申し出いただくこと

により、口座振替（普通徴収）へ変更できる。 

③ 保険給付の内容 

療養の給付、療養費、入院時食事・生活療養費、高額療養費、訪問看護療養費、移送費、

葬祭費、高額介護合算療養費の支給。 

 

(5) 業務の状況 

① 被保険者の状況（令和 7 年 3 月末現在） 

年 齢 区 分 人数（単位：人） 構成率 

65 歳から 74歳で一定の障がいがある

方（広域連合の認定を受けた方） 
1,419 1.04％ 

75 歳以上の方 134,588 98.96％ 

計 136,007 100.00％ 

② 保険料徴収の状況（令和 6 年度／令和 7 年 5 月末現在） 

調定額（円） 収納額（円）  収納率（％） 

10,633,669,000 10,594,700,272 99.63 

③ 保険給付費の状況（令和 6 年度保険給付費執行状況） 

区  分 件数（件） 給付費（円） 

療養給付費 4,528,000 127,122,622,831 

療養の給付 4,454,507 126,227,816,869 

柔道整復 51,704 376,088,607 

療養費（治療用装具ほか） 6,817 163,058,043 

療養費（はり、きゅう、あんま、マッサージ） 14,972 355,659,312 

訪問看護療養費 12,292 1,096,392,703 

特別療養費 0 0 

移送費 2 7,010 

高額療養諸費 443,526 7,461,868,782 

高額療養費 433,990 7,328,782,973 

高額介護合算療養費 9,536 133,085,809 
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葬祭費 8,713 261,390,000 

④ 保健事業の状況（令和 6 年度） 

健康診査 255,947,538 円（委託事業費等） 

受診者数（人） 受診対象者数（人） 受診率（％） 

27,537 124,729 22.08 
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佐賀市土地開発公社 
(1) 目  的 

土地開発公社は、佐賀市と一体となり、市の施策に対応し、都市的機能の整備を推進す

るに必要な用地確保を行い、もって市民福祉の増進に寄与すること目的とする。 

 

(2) 名称・所在地 

佐賀市土地開発公社   佐賀市栄町１番１号 

 

(3) 基本財産 

500 万円（佐賀市からの出資金） 

 

(4) 機  構 

理  事  長 
  

監     事 
 

（副市長）  

    2 名（会計管理者・公認会計士） 

      

副 理 事 長 

兼 常 務 理 事 

   

（総務部長）   

      

      

理     事 
    

4 名（経済部長・都市戦略部長・建設部長・農業委員会事務局長） 

     

      

事  務  局 
   

4 名（市兼務職員 4 名） 

 

(5) 事業計画（令和 7 年度） 

① 買収予定  

区     分 数量（㎡） 金額（千円） 摘 要 

－ － － － 

計 － － － 

 

 

② 売却予定  

区     分 数量（㎡） 金額（千円） 摘 要 

－ － － － 

計 － － － 
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(6) 保有地一覧 

                            （令和 7 年 4 月 1 日） 

 

事業 

番号 
事業名 地目 面積（㎡） 金額（円） 

公
有
用
地

 

013 都市計画街路 呉服元町～渕線 宅地 705.38 118,653,362 

026 葉隠発祥の地周辺整備事業 山林外 8,565.72 285,133,593 

101 城内公園整備予定地 宅地 1,928.81 276,740,169 

小   計 11,199.91 680,527,124 

 

特
定
土
地

 

－ － － － － 

小   計 － － 

 

開
発
中

土
地

 

－         － － － － 

小   計     － － 

 

合   計 11,199.91 680,527,124 
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佐賀東部水道企業団 
(1) 事業の概要 

佐賀東部水道企業団は、佐賀市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町及びみやき町の

水道用水供給事業と、佐賀市の一部（川副町、東与賀町）、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、

上峰町及びみやき町の 6 市町の水道事業を行っている。 

企業団が行う事業のうち水道用水供給事業とは、筑後川から取水した原水を北茂安浄水

場で浄水処理し、送水ポンプによってみやき町皿山地内の標高 50ｍ地点の白壁中継ポンプ

場に圧送し、更に加圧ポンプによって同町香田地内の標高 100ｍ地点の中原調整池

(33,690m3)で貯水した後、自然流下によって 5 市町へ水道用水を供給し、また、飛地とな

っている基山町へは、福岡導水事業の導水管から受水し基山浄水場で浄水処理した後、町

内に供給する、言わば水の「卸売り」の事業である。 

また、水道事業は、水道用水供給事業から受水した水をそのまま管網整備した配水管を

通して各家庭へ給水する「小売り」の事業である。 

以上のように当企業団は、水道用水供給事業と水道事業を併営する全国でも希有な水道

事業体である。  

 
水道用水供給事業 水 道 事 業 

計

 

画

 

供給区域     6 市町（370.87ｋ㎡） 

給水人口     305,500 人  

一日最大取水量  102,000ｍ３/日  

一日最大供給量  85,400ｍ３/日   

給水区域     6 市町（210.5ｋ㎡） 

給水人口     116,600 人  

一日最大給水量  48,500ｍ３/日   

 

実
 

績
 

令和 6 年度  

給水人口     281,172 人   

年間供給水量   20,141,591ｍ３     

一日最大供給量  63,231ｍ３/日  

建設改良費（税込）395,889 千円 

令和 6 年度    

給水人口     113,373 人 

年間給水量    11,340,593ｍ３ 

一日最大給水量  38,914ｍ３/日 

建設改良費（税込）921,598 千円 
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佐賀東部水道企業団 

本庁 

佐賀市兵庫町大字西渕 1960 の 4 

ＴＥＬ（0952）30-6151 

三養基営業所（みやき町防災センター別館 1Ｆ） 

三養基郡みやき町大字東尾 737 の 5 

ＴＥＬ（0942）89-2868 

北茂安浄水場 

三養基郡みやき町大字江口 3986 の 1 

ＴＥＬ（0942）89-5676 

基山浄水場 

三養基郡基山町大字園部 1682 の 3 

ＴＥＬ（0942）92-7209 
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脊振共同塵芥処理組合 
○ 施 設 名 称  脊振広域クリーンセンター ※令和 5 年度で稼働終了 

○ 所   在   地  佐賀県神埼市脊振町鹿路 3362 番地 1 

○ 構 成 団 体  吉野ヶ里町・神埼市・佐賀市（旧三瀬村･旧諸富町） 

○ 共同処理の事務  塵芥処理施設の設置、管理及び経営並びに収集に関する事務 

              ※令和 6 年度からは塵芥処理施設の管理、運営及び廃止に関 

する事務 

 

(1) ごみ焼却処理施設 

① 建設年度  平成 6 年度～平成 8 年度（3 ヵ年継続事業） 

② 敷地面積  40,000 ㎡（粗大ごみ施設・洪水調整池含む） 

③ 処理能力  111ｔ/24H（55.5t/24h×2 炉） 

④ 燃焼方式  全連続燃焼式（炉数：2 炉） 

⑤ 焼却炉数  2 炉 

⑥ 主要設備 

ア 受入供給設備  ピットアンドクレーン方式 

イ 燃焼設備  ストーカ方式 

ウ 燃焼ガス冷却設備 水噴射冷却方式 

エ 排ガス処理設備 バグフィルタ・有害ガス除去設備（乾式） 

⑦ 建設事業費 3,264,136 千円 

   財源内訳［国庫補助金   372,121 千円］ 

       ［地方債 2,570,500 千円］ 

       ［一般財源  321，515 千円］ 

 

(2) 粗大ごみ処理施設 

① 建設年度  平成 6 年度～平成 8 年度（3 カ年継続事業） 

② 処理能力  25ｔ/日 

③ 選別種類  鉄類・アルミ類・可燃物・不燃物の 4 種類 

④ 主要設備 

ア 受入供給設備  受入れホッパ方式 

イ 破砕設備  粗破砕機（二軸）・回転破砕機 

⑤ 建設事業費 1,116,108 千円 

    財源内訳[国庫補助金 227,102 千円] 

       [地方債 789,000 千円] 

       [一般財源 100,006 千円] 

 

(3) 埋立処分地施設 

① 建設年度  平成 6 年度～平成 7 年度（2 ヵ年継続事業） 

② 埋立施設面積 13,000 ㎡ 

③ 埋立面積  11,000 ㎡ 
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④ 埋立容量  100,000 ㎥ 

⑤ 埋立工法  セル工法 

⑥ 主要設備 

ア 流出防水設備  土堰堤 

イ 遮水設備  全面遮水シート工（一部２重シート） 

ウ 浸出水処理施設 処理能力 60 ㎥/日 

    処理能力 生物処理＋凝集沈殿処理＋砂ろ過＋キレート吸着

     ＋活性炭吸着＋塩素滅菌 ※浸出水処理水はごみ焼

     却施設にて再利用 

⑦ 建設事業費 930,996 千円 

    財源内訳［国庫補助金 166,231 千円］ 

       ［地方債 651,800 千円］ 

       ［一般財源 112,965 千円］ 

 

(4) 施設全体建設事業費 

5,311,240 千円 

財源内訳［国庫補助金   765,454 千円] 

    [地方債  4,011,300 千円] 

    [一般財源   534,486 千円] 

 

(5) 灰溶融施設概要 

① 建設年度  平成 18 年度事業（繰越事業） 

② 工  期  平成 18 年 12 月 4 日～平成 19 年 12 月 20 日 

③ 施設名称  脊振広域クリーンセンター灰溶融施設 

ア 処理能力  12.6ｔ/16ｈ（6.3ｔ/16ｈ×2 炉） 

イ 溶融方式  焼却炉直結溶融方式 

ウ 主要設備 

ⅰ 灰溶融炉  

ⅱ 酸素供給設備（ＶＳＡ酸素製造装置）  

ⅲ 燃料供給設備（ＬＰＧ供給設備）  

ⅳ スラグ搬出設備  

ⅴ 溶融飛灰搬出設備  

エ 建設事業費  973,665 千円 

   （内訳）工事費 962,850 千円 

       事務費  10,815 千円 

オ 財源内訳  ［国庫交付金 307,239 千円］ 

     ［地方債   591,900 千円］ 

     ［一般財源   74,526 千円］ 
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天山地区共同衛生処理場組合 
(1) 施設の概要 

① 名     称  クリーンセンター天山  

② 所  在  地 佐賀県小城市牛津町勝 861 番地 

③ 構 成 団 体  佐賀市（大和町・久保田町）・小城市・多久市  

④ 共同処理の事務  し尿の終末処理、処理の計画、衛生処理施設の建設及び維持管理に関

   する事務  

⑤ 施設の処理方式  標準脱窒素処理方式＋高度処理（凝集沈殿、オゾン酸化、砂ろ過）  

⑥ 施設の処理能力  180kℓ/日（し尿：169.4kℓ/日、浄化槽汚泥：10.6kℓ/日） 

⑦ 施設建設事業費 2,837,203 千円 

 

(2) 令和 6 年度し尿・浄化槽汚泥搬入量及び負担金実績 

（単位：kℓ） 

区   分 佐 賀 市 小 城 市 多 久 市 計 構 成 比 

し 尿 搬 入 量 4,504 11,989 9,922 26,415 17.05％ 

浄化槽汚泥搬入量 8,401 13,568 5,201 27,170 30.92％ 

計 12,905 25,557 15,123 53,585 24.08％ 

（単位：千円） 

区   分 佐 賀 市 小 城 市 多 久 市 計 構 成 比 

運 営 負 担 金 89,687 161,055 99,258 350,000 25.62％ 
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三神地区環境事務組合 
 

① 施設の名称   三神地区汚泥再生処理センター 

② 所在地   佐賀県神埼市千代田町栁島 1290 番地 

③ 構成団体   佐賀市（三瀬村）・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・みやき町・上峰町 

④ 共同処理する事務  汚泥再生処理施設の設置及び管理運営 

⑤ 施設の処理方式  膜分離高負荷脱窒素処理＋高度処理 

⑥ 施設の処理能力  139ｋＬ/日 

（し尿：40ｋＬ/日、浄化槽汚泥：83ｋＬ/日、農業集落排水汚泥：16

ｋＬ/日） 

⑦ 施設改良事業費  31 億 695 万円 

 

⑧令和 6 年度し尿・浄化槽汚泥搬入量                          

（単位：ｋＬ） 

区分 佐賀市 その他の市町 計 構成比 

し尿搬入量 459 13,583 14,042 3.27% 

浄化槽汚泥搬入量 1,382 33,847 35,229 3.92% 

計 1,841 47,430 49,271 3.74% 

 

⑨令和 6 年度負担金                                    

（単位：千円） 

区分 佐賀市 その他の市町 計 構成比 

運営負担金 19,503 315,547 335,050 5.82% 
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天山地区共同斎場組合 
(1) 施設の概要 

① 位置  多久市東多久町大字別府 2949 番地 743 

② 敷地面積  9,599.30 ㎡ 

③ 建築面積  1,198.67 ㎡（建床面積 859.06 ㎡) 

④ 建物構造  鉄筋コンクリート、一部鉄骨、平屋建 

⑤ 施設内容 

ア 待合棟  ホール、待合室 4 室、事務室、給茶機、自動販売機、便所 

イ 火葬棟  前室、収骨室（2 室）、告別室、炉前ホール、火葬炉 4 基、発電機 

    室、残灰処理室、機械室、作業員控室 

ウ 駐車場  28 台 

⑥ 着工及び竣工 昭和 48 年 2 月 25 日着工 昭和 48 年 11 月 20 日竣工 

⑦ 業務開始  昭和 48 年 12 月 1 日 

⑧ 全面改修年度 平成 11 年度 

⑨ 事業費  401,701 千円（改修費） 

 

(2) 使用料 

                                   （単位：円） 

① 遺がいの火葬料（1 体につき） 地区内居住者 地区外居住者 

大人（12 歳以上） 6,000  60,000  

子ども（12 歳未満） 4,000  40,000  

死産児 2,000  20,000  

② 改葬遺骨の火葬料（1 体につき） 地区内居住者 地区外居住者 

区分なし 2,000  20,000  

③ 焼却料 地区内居住者 地区外居住者 

人体の一部 2,000  20,000  

汚物等 1,000  10,000  

 

(3) 利用状況（令和 6 年度） 

区    分 件 数 区    分 件 数 

大 人 
地 区 内 948 件 

改葬遺骨の火葬 
地区内 61 件 

地 区 外  21 件 地区外  0 件 

子 ど も 
地 区 内   2 件 焼

 

却

 

料

 

人 体 の 一 部 
地区内  0 件 

地 区 外   0 件 地区外  0 件 

死 産 児 
地 区 内  11 件 

汚 物 等 
地区内  0 件 

地 区 外   0 件 地区外  0 件 
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佐賀市シルバー人材センター 
(1) 概 要 

① 名 称  公益社団法人 佐賀市シルバー人材センター 

② 設 立  昭和 59 年 3 月 7 日 

③ 所在地  佐賀市兵庫北三丁目 8 番 36 号 

 

(2) 会員数調 

○ 会員数及び平均年齢、最高・最低（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

区 分 会員数 平均年齢 最高年齢 

男 541 人 75.3 歳 92 歳 

女 249 人 75.2 歳 97 歳 

合 計 795 人 75.2 歳  

 

(3) 会員の年齢別構成 

                （令和 7 年 3 月 31 日現在） 

区  分 

構 成 数 

男 女 合 計 

60  歳  未  満  1 人 0 人 1 人 

60 歳 ～ 64 歳  17 人 9 人 26 人 

65 歳 ～ 69 歳  54 人 38 人 95 人 

70 歳 ～ 74 歳  189 人 79 人 270 人 

75 歳 ～ 79 歳  189 人 76 人 265 人 

80  歳  以  上  91 人 47 人 139 人 

合  計 541 人 249 人 795 人 
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(4) 年度別 会員数・契約件数・金額（公共・民間別）一覧表 

年度 

会員数 

 

（人） 

男

(人) 
就 業 

実人員 

（人） 

就業率 

 

（％） 

契約 

件数 

（件） 

公共事業 

（件） 
契約金額 

 

（円） 

公共事業 

（円） 
公共･民間 

比      率 

（％） 
女

(人) 

民間事業 

（件） 

民間事業 

（円） 

R2 902 

599 

675 70.0 5,506 

327 

298,819,588 

124,759,705 41.8 

303 5,179 174,059,883 58.2 

R3 864 

593 

607 70.3 5,505 

379 

307,199,137 

138,766,943 45.1 

271 5,126 168,432,194 54.9 

R4 836 

572 

593 70.9 5,458 

337 

301,597,978 

129,922,184 43.1 

264 5,121 171,675,794 56.9 

R5 849 

581 

570 67.1 5,037 

316 

298,711,486 

130,385,039 43.6 

268 4,721 168,326,447 56.4 

R6 795 

541 

526 66.2 4,490 

320 

298,759,920 

136,579,172 45.7 

249 4,170 162,180,748 54.3 
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佐賀市社会福祉協議会 

 
 

 

佐賀市社会福祉協議会組織図

佐賀市兵庫北三丁目8番36号　佐賀市保健福祉会館3階　

☎32-6670

総務課 職員（7）

総務係

佐賀県共同募金会佐賀市支会

日本赤十字社佐賀県支部佐賀市地区

地域福祉課 職員（9） ☎32-6668

地域福祉係

佐賀市成年後見センター ☎32-6682

　 地域支援課 職員（23） ☎36-9616

第1係、第2係、第3係

福祉まるごと相談窓口 ☎40-7247

ボランティアセンター

地域子育て支援センター北部拠点 ☎37-3716

(大和老人福祉センター内)

富士ふれあい広場（市富士支所内）

地域子育て支援センター南部拠点 ☎45-8022

(東与賀保健福祉センター内)

諸富ふれあい広場（諸富公民館内）

　

職員（1） ☎64-0820

富士町大字梅野1721番地1 富士大和温泉病院内

職員（1） ☎45-8022

東与賀町大字下古賀1193番地 東与賀保健福祉センター1階

職員（4） ☎63-0344

大和町大字梅野2231番地2

職員（2） ☎22-0441

末広二丁目12番5号

職員（2） ☎24-5433

巨勢町大字高尾83番地7

職員（2） ☎98-0540

金立町大字千布2314番地1

職員（2） ☎32-1730

鍋島町大字森田27番地5

開成デイサービスセンター 職員（4）うち兼務（2）

職員（2） ☎62-0461

大和町大字久池井2970番地

評議員（23名）

＜監査機関＞

監　　事

（2名）

巨勢老人福祉センター

事務局（事務局長）

北連絡所

南連絡所

松梅保育所

平松老人福祉センター

開成老人福祉センター

大和老人福祉センター

本　所

常務理事（ 1名）

理　　事（9名）

事務局次長
副会長（ 2名）

金立いこいの家

理 事 会

＜執行機関＞

（13名）

会長（ 1名）

評議員会

＜議決機関＞

本

所
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(2) 社会福祉事業拠点区分 

 

区 分 事 業 名 事 業 の 概 要 対 象 

地域福祉活

動事業 

企画・広報 ①佐賀市社会福祉大会の開催 市 内 の 福

祉関係者 

②社協だより“愛・あい”の発行 市 内 全 世

帯 及 び 事

業所 

③ホームページの運用 一般市民 

地域福祉活動計

画策定事業 

第 4 期計画（令和 3 年度～令和 7 年）の最終年度にあた

り、進捗状況の振り返りを行う。また、第 5期計画（令

和 8 年度～令和 12 年度）の策定に向けて取り組んでい

く。 

一般市民 

ボランティアセ

ンター事業 

住民主体の地域福祉の推進の為に、ボランティア機能（コー

ディネート・人材育成等）の整理、各事業における評価・方

法等を検討する。併せて、地域福祉教育の視点を踏まえ、各

事業、助成を活かした地域力の向上を図っていく。 

 

①ボランティアセンター運営事業 一般市民 

ボランティ

ア会員 

区 分 事 業 名 事 業 の 概 要 対 象 

法人運営事

業 

法人運営事業 ① 将来的な展望に立った財政確保の方策として、社協

会費制度の周知、拡大などを図るとともに、資金の

効果的かつ効率的な運用に努め、財政基盤の強化を

図る。 

理事・評議

員等 

②職員は社協の役割と使命を認識し、業務目標の達成

に向けた業務遂行に努める。また、職員研修等を通

じて広範な知識と専門性を養い、意識改革、資質の

向上に努めると同時に、職場環境の整備、充実を図

る。 

③理事、評議員の各種事業への参画意識を高め、理事

会・評議員会の活性化を図る。 

④苦情解決システム管理要綱に基づき、利用者等から

の苦情について適切な解決を図る。また、利用者等

の権利を擁護するとともに、本会が実施する事業の

質の向上及び運営の信頼性を高める。 
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②ボランティア団体等助成事業 

 

ボランティ

ア団体等 

③各町村ボランティア連絡協議会活動助成 

 

ボランティ

ア団体等 

④災害ボランティアセンター事業 被災者 

一般市民 

ボランティ

ア等 

 

区 分 事 業 名 事 業 の 概 要 対 象 

地域福祉活

動事業 

高齢者ふれあ

いサロン事業 

（佐賀市委託） 

高齢者が住み慣れた自宅や地域で安心して暮らせるよ

うに、地域住民の協力のもと、地域の様々な施設（地

区公民館、集会所等）を利用し、高齢者と地域住民が

気軽に集い、お互いに交流を深める。また、生きがい

づくりや健康づくりを推進し、高齢者が閉じこもりや

寝たきりにならないよう、自立生活の助長を図ること

で、介護予防に繋げる。 

概ね 65 歳

以 上 の 閉

じ こ も り

が ち な 高

齢者 

地域子育て支援

センター事業 

子育て世代の親子等に対する支援について、継続的に

事業を展開していく。また、地域で子育てに関する活

動を行っているサークル等との連携強化も図ってい

く。 

北部拠点：大和ふれあい広場 

南部拠点：東与賀ふれあい広場 

未就園児及

びその保護

者・ボラン

ティア 

多機関協働事

業 

（佐賀市委託） 

令和４年度から佐賀市で取り組んでいる重層的支援体

制整備事業の中核を担う事業として、単独の相談支援

機関だけでは対応が困難な複合的な課題や狭間の問題

を抱えた人や世帯など各分野の相談支援機関が支援に

行き詰った困難ケースに対し、必要に応じて重層的支

援会議や支援会議を開催し、支援機関の役割分担や情

報共有、課題の整理など分野を超えた支援機関の連携

と協働を促す。 

また、アウトリーチ機能（相談者の元に出向く）を活

かし、相談に対し迅速かつ丁寧な対応ができるように

取り組む。 

 

※福祉まるごと相談窓口 

一般市民 
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平成 28 年 9 月から市役所 1 階 14 番窓口で「福祉に関す

るワンストップ窓口（全世代対応型の総合相 談 窓

口）」として、どんな相談でも「断らない、一旦受け

止める」ことを意識しながら相談を受けている。さら

に、今年度から新たにビデオ通話アプリ「Zoom」を使

ったオンライン相談を開始する。 

アウトリーチ

等を通じた継

続支援事業 

（佐賀市委託） 

重層的支援体制整備事業の必須事業として、アウト 

リーチを基本とした支援を３つのエリア別に地区担当

（ＣＳＷ）が地域に出向いていき、制度やサービスの

対象とならない方なども含め世帯単位で支援してい

く。また、校区（地区）社協社会福祉協議会等と協力

し、地域課題を住民と共に協働して支援を行い地域福

祉活動の推進を図っていく。 

一般市民 

参加支援事業 

（佐賀市委託） 

重層的支援体制整備事業の必須事業として、対象者に

対して社会（地域）とのつながりを作るために、対象

者のニーズや課題を把握し、地域の社会資源を活用し

ながら本人や世帯が地域や社会と継続的につながる支

援を展開していく。また、制度にないサービスが必要

であれば新たな社会資源を開発していくことで、社会

資源の拡充を働きかけるなど継続的な伴走型支援を行

っていく。 

一般市民 

第 2 層生活支

援コーディ 

ネーター事業 

（佐賀市委託） 

おおむね中学校圏域ごとに第 2 層生活支援コーディネー

ターを配置し、高齢者の生活介護・介護予防サービス

の体制整備を推進するため、地域の生活課題（ゴミ出

し、外出、買い物など）を地域住民と協働して支援を

行い、生活課題の解決に向けた地域づくりを行う。 

一般市民 

   

 

区 分 事 業 名 事 業 の 概 要 対 象 

地域福祉活

動事業 

地域福祉推進事

業 

①民生委員・児童委員活動支援 

②児童遊園地整備助成 

③小災害罹災世帯に対する見舞 

④実習生受け入れ 

一般市民 

民生委員児

童委員 

校区社協 

高齢者 

児童 

障がい児・

者 

福祉関係団

体 

地域福祉推進補

助事業 

①校区（地区）社協役員研修会 

②校区（地区）社協活動助成 

③校区（地区）社協会長会運営費助成 

④「助け合い・支え合い」の地域づくり推進事業 

⑤福祉協力員等設置推進支援事業 
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 「地域で安心安全な暮らしを支える体制作り」の実現に向

け、自治会単位で充実した福祉連絡会の実施と未設置校区へ

の設置推進を強化していく。 

⑥福祉バス運行事業 

共同募金配

分金事業 

歳末助け合い配

分事業 

前年度、運動期間中（12 月 1 日から 1 ヶ月間）に集まった募

金を元に、住民ニーズに応じた事業を展開する。 

 

①年末年始地域福祉事業 地域住民 

共同募金配分金

事業 

本会への配分金を基に、法人からの繰入金と併せて共

同募金配分事業として事業を行う。 

 

①校区（地区）社協活動助成 

②校区交流事業 

③ふれあいのまちづくり支援事業助成 

④福祉体験学習指導者派遣事業 

⑤新たな居場所づくり（コミュニティカフェ）事業 

⑥生活困窮者支援事業 

⑦ヤングケアラー支援事業 

⑧新入生応援プロジェクト 

 新入生がおり、入学等に必要な備品が用意できない困窮世

帯に対して、必要品を提供し、子どもが健やかに学校生活を

送れるよう支援を行う。 

⑨福祉団体助成 

一般市民 

高齢者 

校区社協 

福祉関係機

関・団体 

障がい児・

者 

 

区 分 事 業 名 事 業 の 概 要 対 象 

福祉サービ

ス利用支援

事業 

 

福祉サービス利

用援助事業（日

常生活自立支援

事業） 

「福祉サービス利用者の利益の保護」を図ることを目

的に、判断能力に不安を持つ認知症高齢者・知的障が

い者・精神障がい者などを対象に、安心して自立した

生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助・日常的

金銭管理・書類等の預かり等の支援をする。 

契約後に判断能力が低下している利用者に対して、必

要に応じ、成年後見制度へのスムーズな移行を進めて

いく。 

また、専門員（職員）や生活支援員への計画的な研修

等を実施していくことで、利用者へのサービス向上等

に繋げていく。  

認知症高齢

者、知的障

がい者、精

神障がい者

など判断能

力が不十分

だが、本事

業の契約内

容について

判断し得る

能力を有し

ていると認

められる者 
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法人後見事業 法人として成年後見人等となって身上保護や財産管理

を行い、その人らしい尊厳のある生活を最後まで送れ

るよう、障がいの程度に関わらず被後見人等の意思を

最大限に尊重した長期的な支援を行う。  

そのため、より専門的な後見業務にも対応ができるよ

う知識習得を目的とした職員研修等を計画的に実施し

ていく。  

家 庭 裁 判

所 か ら 受

任 を 受 け

た者  

佐賀市成年後

見センター

（佐賀市成年

後見制度利用

支援事業：佐

賀市委託） 

佐賀市成年後見センター（成年後見制度利用促進法に

おける中核機関）として制度に関する相談や後見人等

（専門職や親族）への支援を行い、地域住民や関係機

関を対象とした研修会等で広報・啓発活動を引き続き

実施する。また、後見人等の担い手不足の課題に対し

て、関係機関（家庭裁判所・県・市・専門職団体等）

と、専門職団体からの新たな担い手を拡大していくこ

とや市民後見人の養成についての協議を重ねていき、

さらに、地域連携ネットワーク構築を具現化してい

く。  

一般市民  

移送サービス

事業  

既存の交通機関による移動が困難であり、歩行補助具

等の使用が必要な高齢者や身体障がい者を対象に、ボ

ランティアの協力のもと、車椅子搬送仕様自動車を利

用した移送サービスを提供する。(利用対象地域：三瀬

村、富士町、大和町松梅地区) 

歩 行 補 助

具 等 の 使

用 が 必 要

な 高 齢 者

や 身 体 障

がい者  

生活福祉

資金貸付

事業  

生活福祉資金

貸付事業 

金融機関からの借入れや公的貸付制度の利用が困難な

世帯、障がい者や介護を要する高齢者の属する世帯に

対し、必要な資金の貸付けの相談はもとより、生活の

安定を図ることを目的に、相談援助を行う。 

また、コロナ禍において特例貸付を利用された世帯の

生活課題に対して、必要に応じ他機関とも連携しアウ

トリーチによる支援（フォローアップ事業）を行う。 

低 所 得 者

世 帯 、 障

が い 者 世

帯 、 高 齢

者 世 帯 、

失 業 中 の

世帯等 

福祉資金（小

口）貸付事業 

低所得世帯の自立のため、他からの資金借入れが困難

かつ緊急の場合に貸し付けを行う。さらに、貸付のみ

に終わらず、総合相談窓口の機能も発揮しながら対応

していく。 

低 所 得 者

世帯 
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(3) 施設経営事業拠点区分 

区 分 事 業 名 事 業 の 概 要 対 象 

老人福祉セ

ンター等運

営事業 

 高齢者が地域で安心して、心豊かに楽しく過ごせる場

所を提供するため、市内 5 箇所（平松、巨勢、金立、開

成、大和）の老人福祉センター等を運営する。各セン

ターでは教養講座（高齢者大学等）、クラブ活動や行

事などを行い、生きがいの充足、また積極的な「仲間

づくり」を進め、さらには各センターにおいて健康相

談を実施し、健康で明るい生活を営んでもらうための

事業の推進に努める。 

 

老人福祉センタ

ー事業 

（1）いきがい館平松（平松老人福祉センター） 

①平松老人福祉センター事業 

②佐賀市平松清風大学 

（2）いきがい館巨勢（巨勢老人福祉センター） 

※佐賀市委託 

①巨勢老人福祉センター事業 

②巨勢シルバーカレッジ 

（3）いきがい館開成（開成老人福祉センター） 

※佐賀市委託 

①開成老人福祉センター事業 

（4）いきがい館大和（大和老人福祉センター） 

※佐賀市委託 

①大和老人福祉センター事業 

②大和いきがい文化講座 

①は 60 歳

以上の方 

 

② は 市 内

在住の 60

歳 以 上 で

学 習 意 欲

のある方 

金立いこいの

家事業 

（佐賀市委託） 

（1）いきがい館金立（金立いこいの家） 

①金立いこいの家事業 

②金立いこいの家文化講座 

 

 

(4) 介護保険等事業拠点区分  

区 分 事 業 名 事 業 の 概 要 対 象 

通所介護事

業 

開成デイサー

ビスセンター

事業 

要支援及び要介護認定を受けた方が、居宅において、

その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、入浴・食事・レクリエーション等の 

サービスを提供する。 

介 護 保 険

の 要 支

援 ・ 要 介

護者 

 

 

 

 

-495-



 

 

(5) 認可外保育施設運営拠点区分 

区 分 事 業 名 事 業 の 概 要 対 象 

松梅保育

所運営事

業 

松梅保育所運

営事業 

(佐賀市委託) 

松梅地区唯一の保育施設として、佐賀市から認可外

保育所の委託を受けて実施する。 

1～5 歳

児、就学

前の幼児 

 

 

(6) その他の事業 

区 分 事 業 名 事 業 の 概 要 対 象 

共 同 募

金 ・ 歳 末

た す け あ

い 募 金 運

動 へ の 協

力 

 公的な福祉サービスでは支えられない分野の支援を行

うため、佐賀県共同募金会佐賀市支会として募金活動

を展開する。 

 

赤い羽根募金 10 月 1 日から 12 月 31 日までの 3 ヶ月間、各種団体な

どの協力を得て実施する。戸別、街頭、法人、資材、

学校、イベント、職域等の各種募金を行う。 

市 内 全 世

帯 、 自 治

会 、 学

校 、 ボ ラ

ン テ ィ

ア 、 関 係

機 関 、 企

業 、 民 生

児 童 委 員

等 

歳末たすけあ

い募金 

12 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 ヶ月間、各種団体な

どの協力を得て実施する。戸別、職域等の各種募金を

行う。 

市 内 全 世

帯 、 自 治

会 、 関 係

機 関 、 関

係 団 体 、

学校等 

災害義援金の

募集・受付 

各地で発生した災害などに対し義援金の募集及び受付

を行い、集まった義援金は佐賀県共同募金会に全額送

金し、同会を通じて被災地へ送金する。 

一般市民 

小災害罹災世

帯に対する見

舞 

火事等により、罹災者が物的・精神的な援護が必要な

状況において、自力更生の一時的な援助を図るため見

舞金を支給する 

罹災世帯 

-496-



 

 

区 分 事 業 名 事 業 の 概 要 対 象 

日 本 赤 十

字 社 事 業

の 推 進

（ 日 本 赤

十 字 社 佐

賀 県 支 部

佐 賀 市 地

区） 

会費・寄付金

募集 

国際救護活動や災害救護活動等の人道的使命に基づ

き、国内外で事業を実施している日本赤十字社の佐賀

市地区として、赤十字事業の普及と事業推進に必要な

資金の確保に努める。 

自 治 会

（ 市 内 全

世帯） 

各種講習会 佐賀県支部が開催する各種講習会を積極的に推進する

とともに、市内で行われる蘇生法などの講習に講師又

は指導員の派遣調整を行う。 

・赤十字救急法講習会 

・講習への講師（指導員）派遣調整 

一般市民 

 

防災・減災活

動等への取り

組みに対する

助成 

校区自治会及び自主防災組織等が、防災・減災意識の

高揚を目的に実施する防災・減災活動及び研修会、講

習会等に対して助成金を交付する。 

校 区 自 治

会 

自 主 防 災

組織 

災害義援金の

募集・受付 

各地で発生した災害などに対し義援金の募集及び受付

を行い、集まった義援金は日本赤十字社佐賀県支部に

全額送金し、県支部を通じて被災地へ送金する 

一般市民 

火事等の罹災

世帯への援助 

罹災世帯に対し、見舞金や毛布、日用品等の物資を支

給する 

罹災世帯 
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